
令和７年３月２１日 

 

 佐賀市議会 

 議長 山口 弘展  様 

 

総務委員会         

委員長 永渕 史孝    

 

 

総務委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議

会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 なお、第２０号議案については、別紙のとおり附帯決議を付することに決定しまし

た。 

  

記 

 

議 案 番 号 件    名 審 査 結 果 

第  １  号議案 令和７年度佐賀市一般会計予算中、第１条（第

１表）歳入全款、歳出１款、２款（１項１０目、

２４目を除く）、３款１項６目、７目、４款１項

６目、７款１項８目、９款、１０款５項１目、

２目、４目、５目、６目、７目、１０目、１１

目、１２目、６項１目、２目、１２款、１３款、

第２条（第２表）１０款５項、第３条（第３表）

基幹行政システムサービス提供業務委託料、基

幹行政システム運用業務委託料、事務用情報機

器ソフトウェア使用料、文書管理システム運用

事業、財務会計システム運用事業、旧久保田支

所解体事業、本庁舎外壁等改修事業、本庁舎等

警備業務委託料、本庁舎等衛生管理業務委託料、

文化会館施設改修事業、個人市県民税賦課等業

務委託料、個人住民税電算処理業務委託料、特

別徴収税額通知書作成業務委託料、普通徴収税

額通知書作成業務委託料、軽自動車税種別割通

知書作成業務委託料、固定資産経年異動補正更

新業務委託料、標準宅地鑑定評価業務委託料、

航空写真撮影業務委託料、納税通知書等作成業

務委託料、コンビニエンスストア証明書交付シ

ステム運用事業、現諸富町公民館改修事業、第

４条（第４表）、第５条、第６条 

可 決 



第 ２０ 号議案 佐賀市立公民館条例 可 決 

第 ２１ 号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例 

可 決 

第 ２２ 号議案 佐賀市吏員退隠料遺族扶助料退職給与金及び死

亡給与金条例等を廃止する条例 

可 決 

第 ２４ 号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例 

可 決 

第 ２５ 号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例及び技能労務

職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部

を改正する条例 

可 決 

第 ２６ 号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例 

可 決 

第 ２７ 号議案 佐賀市消防団員の退職報償金支給に関する条例

の一部を改正する条例 

可 決 

第 ２８ 号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例 可 決 

第 ３２ 号議案 佐賀市公民館条例の一部を改正する条例 可 決 

第 ３６ 号議案 佐賀県市町総合事務組合規約の変更について 可 決 

第 ４０ 号議案 専決処分について（令和６年度佐賀市一般会計

補正予算（第７号））中、第１条（第１表）歳入

全款 

承 認 

第 ４１ 号議案 佐賀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例 

可 決 

 

  



別 紙 

 

       第２０号議案 佐賀市立公民館条例に対する附帯決議 案 

 

本条例は、公民館の多様な利活用を促進し、地域コミュニティの拠点性を高めるた

め、社会教育法に基づく公民館から地方自治法に基づく公の施設へ位置づけを変更す

ることを制定理由としているが、今後の運用について懸念もある。 

ついては、次の意見を付すので、速やかに所要の対応をされるよう求める。 

 

１ 営利目的の公民館利用を認めることにより、地元団体の今後の利用に影響が生じ

るのではないかとの懸念がある。優先的な利用ができるよう配慮すること。 

 

２ 営利を目的とする団体が利用を希望する場合の審査方法については、担当課にお

いて明確な基準を設け、マニュアルを作成する等、統一性を担保すること。 

 

３ 公民館職員や地元団体とのコミュニケーション不足が一部見受けられたことか

ら、運用に当たっては関係者との意見交換を密に行うこと。 

 

４ 公民館長の勤務時間のフルタイム化については、現在の公民館長の任期に合わせ

て、令和８年４月１日から概ね２年の猶予期間を設定するなどの検討を行うこと。 

 

 

以上、決議する。 

 

  



令和７年３月２１日 

 

 佐賀市議会 

 議長 山口 弘展  様 

 

福祉教育委員会       

委員長 松永 憲明     

 

 

福祉教育委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議

会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

  

記 

 

議 案 番 号 件    名 審 査 結 果 

第  １  号議案 令和７年度佐賀市一般会計予算中、第１条（第

１表）歳出３款（１項６目、７目を除く）、４款

１項（６目を除く）、１０款（５項１目、２目、

４目、５目、６目、７目、１０目、１１目、 

１２目、６項１目、２目を除く）、第２条（第２

表）３款、１０款２項、第３条（第３表）私立

保育園等整備事業費補助金、教職員用情報機器

借上料、小学校教育用情報機器借上料、中学校

教育用情報機器借上料 

可 決 

第  ２  号議案 令和７年度佐賀市国民健康保険特別会計予算 可 決 

第  ３  号議案 令和７年度佐賀市国民健康保険診療所特別会計

予算 

可 決 

第  ４  号議案 令和７年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算 可 決 

第  ９  号議案 令和７年度佐賀市立富士大和温泉病院事業会計

予算 

可 決 

第 １９ 号議案 佐賀市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例 

可 決 

第 ２９ 号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例 

可 決 

第 ３０ 号議案 佐賀市子どもの医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例 

可 決 

第 ３１ 号議案 佐賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例及び佐賀市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

可 決 



第 ３３ 号議案 佐賀市立図書館条例の一部を改正する条例 可 決 

第 ３５ 号議案 佐賀市立富士大和温泉病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例 

可 決 

第 ３９ 号議案 財産の取得について 可 決 

第 ４０ 号議案 専決処分について（令和６年度佐賀市一般会計

補正予算（第７号））中、第１条（第１表）歳出

３款 

承 認 

  



令和７年３月２１日 

 

 佐賀市議会 

 議長 山口 弘展  様 

 

経済産業委員会       

委員長 川副 龍之介    

 

 

経済産業委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議

会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

  

記 

 

議 案 番 号 件    名 審 査 結 果 

第  １  号議案 令和７年度佐賀市一般会計予算中、第１条（第

１表）歳出５款、６款、７款（１項８目を除く）、

１１款１項、第３条（第３表）企業立地促進支

援事業補助金、中央大通り土地利用リニューア

ル支援事業補助金、創業資金利子助成補助金、

街なか遊休不動産活用促進利子助成補助金 

可 決 

第  ５  号議案 令和７年度佐賀市自動車運送事業会計予算 可 決 

  



令和７年３月２１日 

 

 佐賀市議会 

 議長 山口 弘展  様 

 

建設環境委員会       

委員長 実松 尊信     

 

 

建設環境委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議

会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

  

記 

 

議 案 番 号 件    名 審 査 結 果 

第  １  号議案 令和７年度佐賀市一般会計予算中、第１条（第

１表）歳出２款１項１０目、２４目、４款（１

項を除く）、８款、１１款２項、第３条（第３表）

清掃工場施設大規模改修事業、楊柳団地エレベ

ーター改修事業 

可 決 

第  ６  号議案 令和７年度佐賀市水道事業会計予算 可 決 

第  ７  号議案 令和７年度佐賀市工業用水道事業会計予算 可 決 

第  ８  号議案 令和７年度佐賀市下水道事業会計予算 可 決 

第 ３４ 号議案 佐賀市水道事業における布設工事監督者を配置

する水道の布設工事並びに布設工事監督者及び

水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改

正する条例 

可 決 

第 ３７ 号議案 市道路線の認定について 可 決 

第 ３８ 号議案 財産の取得について 可 決 

 


